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資料４

２００３．１１．２４．

日本の法教育改善の方向性

兵庫教育大学 橋本 康弘

１ ． 日 本 の 法 教 育 の 実 情 － 法 を 教 育 内 容 と し て 扱 う 社 会 科 を 中 心 に －

（１）法制度学習が「まかり通る」法教育

→現行法体系や国会、裁判所といった統治機構を学習対象とし、理解を学習原理とした
活動

⇒理解を中心としているために、現行法制度を無批判に享受する危険性がある
⇒法を既存の存在として前提化するために、子どもたちの法意識として 「法を守るべ、

きもの 「法を破るもの； 抜け穴探し』を行う」を持つ可能性がある」 『

（２）憲法中心主義が「まかり通る」法教育

→労働法など憲法以外の内容が扱われるが、中心内容は憲法条文・判例を内容とする。
→子どもたちが社会に出た後で 「当惑し、直面する可能性を持つ問題」というのは、、

憲法に関するものではなく、消費者法とか刑法、刑事訴訟法といった内容である。

２．日本法社会の実情

（１ 「法化」社会としての現代社会）

→民主主義社会を形成し、安定発展させる手段としての法が社会的要求に対応して多様
に作られているが故に、法規範が定立され複雑化している。

⇒権利者と義務者の間で多くのトラブルや紛争を抱えている。

（２）独特の「法文化」を持つ社会

→人々の間に、裁判忌避 「義理、人情、友情を重視する」といった意識が広く存在す、
る。

→司法制度を軽視する側面を持つ社会

（３）民主主義社会の維持・安定・発展に不可欠な法システム

→ 合理的な法的問題解決システムとしての役割を担う法システムの維持・発展こそが
民主主義社会の基盤である。

法→ 民主主義社会を形成する市民は 法システムの維持・発展に関与する必要がある、 （
。社 会 に 求 め ら れ る 市 民 性）

３ ． 法 授 業 改 善 の 方 向 性 － ル ー ル 形 成 を 基 軸 と す る 授 業 －

（１）ルール形成（合理的意思決定）とは何か
→ 問題性の高い社会的状況（法的問題）に対して、合理的な解決過程を通して、トゥ

ールミン図式による主張の正当化を踏まえ、クラス社会の中で検討・合意する中で
問題解決策を考案する。そして、最終的に社会において通用する新たなルールを作
成する。
法 シ ス テ ム 内 で 発 生 す る 紛 争 を 解 決 す る （ 司 法 的 ア プ ロ ー チ 、 法 シ ス テ ム 内 で 機→ ）

（ ） 。能 不 全 を 起 こ し て い る 制 度 の 問 題 を 解 決 す る 立 法 的 ・ 行 政 的 ア プ ロ ー チ が あ る



- 2 -

主 張 正 当 化 と し て の ト ゥ ー ル ミ ン 図 式
→事実・主張・理由付け・裏付け（法規範）を論理的に構成する手段

事実 主張
（詳細は足立幸男『議論の

論理』木鐸社 参照）,1993.
理由付け

裏付け（法規範）
→合理的な問題解決策の考案・整理に有用

（２ 「紛争解決的」法授業）

① 教 材 と し て の 法 的 葛 藤 問 題
→権利者の権利主張によって生じる法的な葛藤を教材として据える。例えば、信教の自

由と公教育の宗教的中立性 学生間の公平性 が対立した 剣道拒否事件 拙稿 精（ ） 「 」（ 「
神の自由と法的問題」星村平和監修『中学校社会科教諭のための － 授業資CD ROM
料集』ニチブン ）,2002.

→教材化の留意点；生徒の切実性（子どもが自分の問題として解決できる教材）

② 授 業 方 法 と し て の 「 法 的 決 定 」
→第三者的客観的問題解決過程としての「法的決定」

授業過程 法的決定過程
概念の枠組みに基づく問題 事実の確定
となっている状況の理解 状況把握のための視点の考慮

状況の概念に基づく把握
状況の評価・意思決定 便益・コストの考慮

関連視点の考慮
問題解決策の確定

討論・決定・ルール作成 討論・最終的意思決定

③ 授 業 計 画
→資料１「学校カメラ事件」参照（ビデオ参照）

（３ 「制度構築的」法授業）

① 教 材 と し て の 「 ２ 面 性 を 持 つ 」 制 度
→制度の「理念」と「実態」が異なるもの、制度の「良し 「悪し」が議論となるもの」
→制度に何らかの問題を抱えている（機能不全に陥っている）

② 授 業 方 法 と し て の 制 度 理 解 ・ 分 析 ・ 評 価 ・ 再 構 築

③ 授 業 計 画
→資料２「司法制度を考える」参照
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４．法カリキュラム改善の方向性
－法制度理解から法反省・批判・法システム参画を基盤としたカリキュラム編成へ－

→アメリカ法関連教育（ ）の８つの初等・中等教育用プロジェクLaw Related Education
トも上記の原理に位置づけることができる（資料４参照 。）

（１）法を目的的に学習するカリキュラム
－法制度学習・法機能学習・法反省学習・法批判学習－

→ 制度自体の理解を原理とするカリキュラム構成（法制度学習）では、法を受容する
態度だけを生まれさせてしまう（現在の日本の法教育が該当 。）

（ ）→ 法制度学習を一歩すすめた法制度の運用を学習するカリキュラム編成 法機能学習
では、法の実態を理解することが可能になるが、法制度・法機能を受容する態度を
生まれさせてしまう。

→ 法制度・機能学習を一歩すすめた法に対する時間的・空間的対象化に基づく反省を
学習原理とするカリキュラム編成（法反省学習）では、自国法制度の時間的な成立
・進展過程を制度の吟味過程として理解することで、自国法制度を客観的に見る態
度を作る（自国法制度を正当化しやすくする態度も育成する 。また、他国法文化）

（ ） 、 （ ）に基づく法制度・法機能の理解 空間的対象化 をすることで 自国法制度 文化
を客観的に見る態度を作る。

→ 法の運用を示す法機能、法機能や法制度が成立する基本的な現代社会で合意されて
いる法原理をトータルで学習内容とし、法原理に基づいて現代の法制度や法運用を
過去の歴史（世界史・自国史）教材や地理教材、政治教材を用いて吟味・検証する
学習（法批判学習）は、自国法制度を首尾一貫し合理的に見る態度を作る。

表１ 法関連教育カリキュラムの類型（発表者作成）

原 理 教 育（教材） 内 容 学 習 過 程 育成される態度

法制度 法体系や統治機構といった法制度 子どもたちの理法制度の受容
理 制度 解が進む学習過

程（クイズやク
解 ロスワードパズ

法機能 法体系や統治機構といった ル、物語など） 法制度・機能の受容
制度だけでなく、制度の運法機能 ＋（
用（機能）や機能不全 法制度）

時間的対法制度（機能）の成立や進 紛争解決過程や自国法制度を客観的に見
反 象化 展過程 制度吟味過程 る（自国法制度を正当化

）する態度も作られやすい
省

空間的対他国（法）文化（価値・価 自国（法）文化自国法制度を客観的に見
象化 値に基づく制度・制度に基 との法的葛藤問 る

づく運用） 題解決過程

批 判 現在の法判断（法制度 ・ 法 原 理 ＋ 法原理に基づく自国法制度を首尾一貫し）
法実践（運用）に対する世法機能 ＋ 吟味・検証過程 合理的に見る（
界史・自国史・地理・政治法制度）
教材を用いた法判断・法実＝法シス
践の成立要因 テム

参 形 紛争個人的社会的制度的な幅広法システ法的決定 合理的に紛争解決する態
画 式 解決 い法的葛藤問題 ム 度を作る

的
関与 市民が法形成や法の変更に法システ概念習得－概念合理的に関与できる態度

関して行う行動などといっム 使用（模擬的使を作る
た法システムを構成する市 用）
民に必要な法行動

実践的 公共的なコミュニティ問題法システ解決策策定－解調整的に問題を解決する
の解決策策定 ム 決策表明（他者態度を作る

評価）

※二重線内は、法を目的的に学習するカリキュラムを指す。他は、法を手段的に学習するカリキュ
ラムにあたる。
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（２）法を手段的に学習するカリキュラム
－紛争解決学習・法システム関与学習・法システム実践的参画学習－

→ 紛争解決を原理とするカリキュラム構成（紛争解決学習）では、合理的な裁判官が
やるような合理的な問題解決過程で、法的葛藤問題を解決することを子どもたちに
求める。その結果、法システムの中で合理的に紛争を解決する態度を作らせる。

→ 法システムに関与することを原理とするカリキュラム構成（法システム関与学習）
、 （ ）では 法システムに関与するために必要な行動 法形成や法の変更に関する行動等

を理解させ、子どもたちに模擬的に行動を行わせることで、法システムに合理的に
関与できる態度を作らせる。

→ 法システムに実践的に参画することを原理とするカリキュラム構成（法システム実
践的参画学習）では、コミュニティで起こる問題の解決策を様々な資料収集の手だ
てを使用して考察し、策定する。その後で、市民から選ばれた審査員に審査しても
らうことで、他者評価を行う。このような学習では、子どもたちは調整的に問題解
決する態度を作らせる。

（３）法制度学習から法反省・批判学習への転回必要性
→ 法システムに関与・参画する市民を育成するためには、法を受容的に見る態度を育

成する学習ではなく、過去や他国の法制度と比較し、自国法制度を客観的に見る態
度が育成されるべきだし、法原理に基づく法制度・法運用を批判的に見る態度が育
成されるべきである。

（４）法システム参画学習の必要性
→ 法システムに関与・参画する市民を直接的に育成するためには、法システムの機能

である紛争解決やその法システムへの関与したり、政策提案を通して法システムに
実践的に参画する学習が必要である。
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授業計画「学校カメラ事件 （中学校公民的分野・高等学校現代社会）資 料 １
（１）

」

本時の目標

ａ．プライバシィーに関する法的葛藤問題についてその問題内容をプライバシィーの観点から理解す
る。

ｂ．プライバシィー侵害容認派、侵害反対派のどちらかの立場に立って、トゥールミン図式 を用（ ２ ）

いて合理的理由付けやそのように主張できる背景にある法規範について客観的事実に基づいて述

べることができる。
ｃ．プライバシィー侵害容認派、侵害反対派の両立場に立ってそれぞれの便益とコストを考察し、理

解する。
ｄ．今回の監視カメラ設置について手続きの面での不備があることや肖像権の侵害になることを理解

する。

ｅ．学校の政策をどうするべきかについてトゥールミン図式を用いて合理的理由付けやそのよう
に主張できる背景にある法規範について客観的事実に基づいて述べることができる。

段階 主な発問・学習活動 生徒から引き出したい知識 学習

構造
○プライバシィーの権利とは何か ○プライバシィーの権利とはひとりにし 学 習導 入 、

１．プライバ日本国憲法ではどの条文によってておいてもらう権利であり、私生活・私 の 前
シィーの権利保障されているのか 事を他人の干渉から保護する権利である 提と。

とは何か 憲法１３条の幸福追求権に含まれると考 な る
えられている。 知識

の確
認

( ) 問題展 開 1
２．法的葛藤 生徒のみなさん。皆さんもご存知の通り、本校では喫煙事件や暴行事件が 状況
問題「学校カ 相次いで起こっています。これまでの暴行事件は校舎の裏側やトイレ・教 の確
メラ事件」の 室の中や廊下など多種多様な場所で起こっています。生徒会を中心に皆さ 認

問題状況を確 んの間にもこのような事件を防ごうという意見が多いと聞いています。そ
認しよう こで本校は、このような事件を防ぐために監視カメラを校舎の裏側やトイ

レ、教室の中や廊下に設置し、生徒の発言や行動を記録し保存できるよう
にしました。みなさんは突然聞いたかもしれませんが、学校側の判断で先
日決めました。これで事件が未然に防げ、生徒も安全に生活できる当たり

前の学校が作られることでしょう。皆さんのご理解とご協力をお願いしま
す。Ｈ高校校長より。

○プライバシィーを求めるのは誰○生徒は学校内での出来事や教室の中で

で、プライバシィーに関するどのの会話を自由に行えるようにしたいと考
ような内容をどのようにしているえている。先生に知られたくないことも
のか。なぜそうしようとしているあるから。
のか。

○プライバシィーを侵害するのは○学校側が学校の中での出来事や教室の
誰で、プライバシィーに関するど中の様子を監視カメラで監視しようとし
のような内容をどのようにしていている。なぜなら学校の中での喫煙事件
るのか。なぜそうしようとしてるや暴行事件を防止するため。

のか。
( ) ○監視カメラの設置に賛成か、反○図１を参照 論点展 開 2

３．監視カメ対か。その理由は何か。理由の裏 の提
ラ設置賛成派 付けとなる法規範は何か（賛成派 示、

反対派の主張・反対派のトゥールミン図式；図
をしよう １ 。）

( ) ○監視カメラ、賛成反対の立場を○（反対派の場合）便益は、監視カメラ 便 益展 開 3
４．監視カメ主張する中で得られる便益・コスがないことで自由に行動することができ ・ コ
ラ設置賛成派 トは何か。 る。安心して仲間との関係を作ることが ス ト、

反対派の主張（考えられない生徒のために、ヒできる。ビデオで記録した内容が別の用 の 考
を分析しよう ントを提示する。例えば、自由、途（生徒の発言の監視など）に使われる 慮

不法行為、個性、財政上の負担な可能性を排除できる。コストは、財政上
ど） の負担が増える。生徒の自由な活動を阻

害し、個性を発揮できなくなったり、生
徒の行動が平坦になる可能性がある。

○監視カメラの設置について手続○生徒や保護者に事前に監視カメラを設 関 連
きの点では問題はないのか。 置することを知らせていないのは問題が 視 点

あるのではないか。 の考
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段階 主な発問・学習活動 生徒から引き出したい知識 学習
構造

○監視カメラの設置についてその○音と映像を記録する監視カメラは事前 慮

他に問題はないのか。 に被写体の了解（保護者や生徒）なく、
音や映像を記録し保存し続けることは肖
像権の侵害にあたる。

○学校側はどのような政策を打ち○図２参照 政策ま と め

５．学校側が出すべきか。なぜそうすべきか。 策定
行うべき政策このような政策はどのような事実 ・ク
を作ろう から導き出されるのか。理由を裏 ラス

付け法規範は何か（生徒各自によ 討論
る政策策定；トゥールミン図式； ・最

図２、クラスでの議論、最終的意 終的
思決定） 意思

決定
○この授業でルール化できること○学校の政策は様々な自由権や公共の福 ルー

は何ですか 祉、手続きを尊重した形で作られないと ル作
いけない 成

（監視カメラ賛成派）
喫煙事件や暴行事件は校舎の裏側やトイレ・教室の中や廊下で多発してい 監視カメラを設置
る。 するべきである。

事実 主張
。 。喫煙事件や暴行事件を防止する効果が期待されるから 生徒の安全が確保される可能性が高いから

理由付け
公共の福祉を守るためには個人の人権や権利はある程度制限されるから。

裏付けとなる法規範

（監視カメラ反対派）
喫煙事件や暴行事件は校舎の裏側やトイレ・教室の中や廊下で多発してい 監視カメラを設置
る。 するべきでない。

事実 主張
事件は怖いが、先生に知りたくない部分を知られる恐れがあるから。個人の自由な活動を心理的に
阻害するから。

理由付け
憲法１３条の幸福追求権に含まれるとされるプライバシィーの権利を侵害するから。表現の自由を
侵害するから（２１条 。）
裏付けとなる法規範

図１ 監視カメラ賛成派・反対派のトゥールミン図式例

高校では喫煙事件や暴行事件が教室の中や廊下で多発してい 監視カメラの設置については
る。学校側は喫煙事件や暴行事件の予防のために監視カメラ 当面先生が巡回などして犯罪
を設置しようとしている。監視カメラを設置する手続きはで を防ぐ。それでも犯罪がなく

きていない 監視カメラは音・映像を記録することができる ならない場合、改めて監視カ。 。
監視カメラは犯罪予防だけではなく生徒の監視に使われる可 メラの設置について保護者の
能性もある。 同意を得て決める。
事実 主張

監視カメラの設置よりも、教師による巡回の方が生徒のプライバシィーを保護できる。犯罪を防止

する必要があるので何らかの対応は必要。

憲法１３条の幸福追求権に含まれるとされるプライバシィーの権利を守ることができる。表現の自
由を守ることができる（２１条 。）

裏付けとなる法規範

図２ 学校が行うべき「のぞましい政策」のトゥールミン図式例
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授業計画「司法制度を考える 」資 料 ２
（３）

本時の目標
ａ．日本の刑事裁判制度の良し悪しをトゥールミン図式を用いて合理的理由付けやそのように主張で

きる背景にある根拠について客観的事実に基づいて述べることができる。
ｂ．日本の刑事裁判制度の問題点をトゥールミン図式を用いて合理的理由付けやそのように主張でき

る背景にある根拠について客観的事実に基づいて述べることができる。
ｃ．日本の刑事裁判制度の改善策についてトゥールミン図式を用いて合理的理由付けやそのように主

張できる背景にある根拠について客観的事実に基づいて述べることができる。

段階 主な発問・学習活動 生徒から引き出したい知識（生徒から予 学 習
想される解答） 構造

○なぜアメリカ政府は被疑者のア○日本の無罪率が極端に低いために日本 問 題導 入

１．日米地位メリカ兵を日本側に引き渡さなか側に引き渡されると被疑者のアメリカ兵 意 識
協定におけるったのか が十分に調べられることもなく、有罪に の 確
アメリカ兵引◎日本の刑事裁判制度には問題がされると考えた？など 認
き渡し問題 あるのか。あればどのような問題

なのか。その問題を改善するため
にはどうするべきなのか。

( ) ○日本の刑事裁判制度はどのよう○憲法３８条の規定で「違法な手続きで 制 度展 開 1
２．日本の刑になっているのか。 とられた自白は証拠としてはいけない」 の 理

事裁判制度 ○その制度は悪いものなのか。良や憲法３３条では実質的な理由が明らか 解 ・
いものなのか。主張に関係する事になってなければ裁判所は逮捕状を発す 分 析
実とそう主張する理由、理由の裏ることができない規定があり、被疑者の ・ 評
付けとなる民主社会の理念は何か 人権を重視したものとなっている。しか 価。

（生徒による調べ学習・トゥールし、捜査を優先する意味から警察の留置
ミン図式作成；図３参照・意見交場での拘置を認める拘禁２法も存在し、
換） 捜査の優先も考慮されている。

( ) ○日本の刑事裁判制度の実態はど○別件逮捕や被疑者に強要した自白、偽 制 度展 開 2
３．日本の刑 うなっているのか。 証の疑いのある証拠やずさんな科学鑑定 の 実
事裁判制度の○刑事裁判制度の問題点は何か。などが証拠採用されている。また被疑者 態 の
実態 問題点 主張に関係する事実とそう主張すへの自白の強要を起こされる 代用監獄 理解（ ） 「 」

る理由、理由の裏付けとなる民主制度が実施されている。また裁判官も捜 ・ 分
社会の理念は何か （生徒による査の違法性や人権侵害的な実態を直視せ 析 ・。

調べ学習・トゥールミン図式作成ず捜査官を信頼し捜査結果を無批判に受 評価
；図４参照・意見交換） け入れる場合もある。

( ) ○日本の刑事裁判制度の改善策と○一般市民が参加する参審制度を導入す 制 度展 開 3
４．日本の刑して実施されようとしていることることで 職業裁判官による 世間ずれ の再、 「 」

事裁判制度のはどのようなことか。どのようなを改善し、市民の「社会常識」を裁判に 構築
改善策 問題点が指摘されているのか。 反映させようとする。公判の回数の多さ

や量刑判断を市民が行うことの精神的な
圧迫感、量刑判断に市民が関わることの

「裁判官の独立」の侵害、法教育の必要
性など

○あなたが考える日本の刑事裁判
制度の改善策はどのようなものが

挙げられるか。主張に関係する事
実とそう主張する理由、理由の裏
付けとなる民主社会の理念は何か
（生徒による調べ学習・トゥー。

ミン図式作成；図５参照）
○（生徒が提案した改善策についま と め

５．日本の刑て）賛成か、反対か。どのような
事裁判制度の事実からその主張が導き出される
改善策の話しのか。そう主張する理由は何か。

合い 理由の裏付けとなる民主社会の理
念は何か （生徒による調べ学習。
トゥールミン図式作成、合議、合
意）
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憲法３８条の規定による「違法な手続きでとられた自白は証拠としてはいけ 刑事裁判制度は良
ない」や憲法３３条の「実質的な理由が明らかにならなければ裁判所は逮捕 いものである。
状を発することはできない」規定などがある。

捜査を優先する意味からも警察の留置場での拘置を認める「代用監獄」制度
もある。
事実 主張
違法な自白の証拠不採用や逮捕状の厳格な発行は人権を重視したものであるから。また警察での留

置は捜査員による取り調べがしやすい制度であり、犯罪の多い現代社会において捜査の優先は必要
であるから。
理由付け
人身の自由や公共の福祉の併存は民主社会の理念にかなっている。
裏付け

図３ 日本の刑事裁判制度の理解・分析・評価におけるトゥールミン図式例

別件逮捕や被疑者に強要した自白、偽証の疑いのある証拠やずさんな科学鑑 左記の内容すべて
定などが証拠採用されている。 が問題である。
「代用監獄」制度では、長時間の取り調べなどが原因で虚偽の自白に追い込
まれる場合がある。

裁判官による捜査員の過度の信頼により、不当な証拠が採用されている。
事実 主張
不当な証拠や虚偽の自白などは犯罪捜査を優先するばかりで被疑者の人権を軽視したものだから。
理由付け

公共の福祉を過度に優先し、人身の自由を侵した状況は民主社会の理念にそぐわない。
裏付け

図４ 日本の刑事裁判制度の実態の理解・分析・評価におけるトゥールミン図式例

別件逮捕や被疑者に強要した自白、偽証の疑いのある証拠やずさんな 「代用監獄」は廃止すべ
科学鑑定などが証拠採用されている。 きである。また現在検討
「代用監獄」制度では、長時間の取り調べなどが原因で虚偽の自白に されている裁判員制度の

追い込まれる場合がある。 導入を進める。司法判断
裁判官による捜査員の過度の信頼により、不当な証拠が採用されてい に必要な技能の育成を小
る。 中高校で行うべきであ
今検討されている裁判員制度は市民に過重な負担を強いる可能性があ る。

るが、司法の民主化のためには不可欠な制度である。

「代用監獄」は人権侵害につながる法律であるから 「未然」にえん罪を防ぐことを最大限重視す、
るためには、廃止もやむを得ない。また裁判員制度は司法の民主化には必要不可欠であり、過重な

負担がかかるにしても、導入されるべきである。また教育現場も未来の裁判員の育成を果たすべき
である。
理由付け

民主社会の理念として人身の自由は公共の福祉より重視される。

裏付け

図５ 日本の刑事裁判制度の（再）構築におけるトゥールミン図式例

【各授業計画における註】

（１）本授業の詳細については、拙稿「民主主義社会における市民育成としての法教育ー日本の法教
育の改善のために」日本弁護士連合会『自由と正義』 を参照。なお、本授業vol.52,2001.2,42-49.
については 「釜ヶ崎監視カメラ訴訟 （大阪高裁平成８年５月１４日判決）の論点を参考に、 」
した（棟居快行『基本的人権の事件簿』有斐閣 ）,1997,p.94-102.

（２）トゥールミン図式については、足立幸男『議論の論理』木鐸社 が詳しい。, ,1993.
（３）本授業については、平田浩一「民主主義の理念から制度のあり方を考える「現代社会」の単元

47開発ー単元 司法制度を考える 教授書試案ー 中国四国教育学会 教育学研究紀要 第２部「 」 」 『 』
巻 を参考に発表者が再構成したものである。なお、本授業の詳細は拙稿「政治,2002,pp.128-134.
や経済の見方考え方を問うテスト問題の作成法」星村平和監修『社会科教育へのアプローチー
社会科教育法』現代教育社 がある。, ,2002,pp.191-197.
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アメリカ法関連教育８プロジェクトの概略資料３

『憲法の学習』 『アメリカにおける刑 『法と歴史における冒険』 『法と文化について教え 『社会科における法』 自由社会における法 『私は市民』 『プロジェクト・シチ『 』
事司法』 る』 ズン』

内容構成 憲 犯罪 社会に 日本 法原 責 コミⅠ 自 由 に 関 す る １犯罪と被害者 １巻 法と文化：日本 『法と王冠』 レベルⅤ『責任』の コース『ルールと １コミュニティに
法（暴力犯罪とはの概 おける（集団の価値を重の法 理批 任 ルー ュニ文書 １ルールと法 １どこから規則は 場合 法の制定』の場合 おける公共政策問

（アメリカ合衆の何かといった犯念 （チュマッシュ村 ルール視する、義理・人文化 判学 概 ル使 ティやってきたの １責任とは何ですか Ａ 題を確認する
国憲法、修正条内罪概念、犯罪被 の諸制度、習慣、 成立学情・和の重視、訴（法（法の発生と「法治習 （責任の根拠、責任念（ルールの定義、 用に 学校の問題例 生 問題（ 「
項、批准されな容害者の権利、犯 紛争、紛争解決の 習 訟を避ける、少年 的価 主義 ） （当 の問題の吟味 「ア理ルールが作られる 関す 徒が卒業し、社会 の確」 、
かった修正条項 罪の種類） ためのルールの成 犯罪について矯正 値・ 時の メリカ大統領として解理由、ルールを作 る概 に出た後で必要な 認） ２ハムラビの宝

犯罪 立） を重視する、交番 規範 （統一成文法の成立 法制 の責任は何か ） とる主体としての市 念習 十分な技術・技能Ⅱ 憲 法 の 目 的 と ２犯罪と被害者 」
（警察組織、警 捜査 社会に 制度の実現 ・制 と「罪刑法定主義」 度と 法民、投票権を有す 得・ を学校教育は生徒起源 ２財産権

（憲法の特質、 察による逮捕・ 機能（プエブロ市長のおける親子心中は犯罪と度学 その 的る市民、よいルー 使用 に身につけさせて３血の宿怨
定義、憲法に基憲捜索に関する規 娘の盗難事件財産 財産権して処罰するべき習）（裁判所の成立と 発生 問ルの条件、動物園 いない等）の提示
づく政府の種類 法程、警察におけ に関する紛争、財 成立学 かいなか 「司法権の独立 ） 要因 題における「憲法」 クラ、 」 ２クラス研究のた
憲法の目的、条 の る問題性 産に関する紛争解 習 の探 解 作成） スで４古きよき英国 めの問題を選ぶ
文の手続き、外 概 成人 決のためのルール 究、 決 のコ３刑事事件 へようこそ Ｂ ３クラスが研究す）
国憲法との相違念（裁判システム犯罪 社会に （陪審裁判所の成立 現在 責（政府の形式、リ 法発 ミュ３権威 ２責任を果たす時の る問題について情
性、連合規約の における役割、 解決（ゴールドラッシおける 東南 と「司法権への市民 の法 任 ーダーの選出方法 動に ニテ法 と 文 化 ： 東 南 ア 便益とコストは何で 報を集める、
目的と起源） 裁判構造、逮捕 機能ュ村でのトラブル権威の アジ 参加 ） 制度 問権力獲得手続き、 関す 情報源の利用法 ィ問ジア(Hmong) すか」 （ 、

規定、公判前規 の多発、警察官の 成立学 家長を重視する ア・ と比 （責任を果たす時の題アメリカ合衆国憲 る概 調査する際の注意 題のⅢ 憲 法 に お け る ５ルネサンス期イタ（ 。
統 定、公判規定） 必要性、警察官の 習 シャーマニズムの 較） 結果とはどのような 解 法の内容、政府 念習 点、この問題に対 吟味政 府 に 関 す る 本 リアHmo
治 成人行動の制限の必要 みしか許されない （行政訴訟の成立と ものか、便益がコス決部門の複数編成、 得・ 処している法律や質 ４矯正 n g

（連邦主義の基機（罰則の目的、犯罪性 警察官の誕生 部族もある。先祖 族の 「抵抗権・自由権」 トよりも大切かどう 方 市民クラブのルー 使用 施策は何か、この、 ）
本的な定義と特構罰則の歴史、判防止 国にお来の義務があり、 法 かをどのように決め 法 ル：運営組織の在 問題に対して個人２巻 （ ）
徴、司法審査、 決の種類、罰則 機能 ける平従わないと行けな文化 ますか「原生地に州 理 り方） や団体はどのよう１移民多様性平等
分立、予算、弾 の問題性、刑務 等権のい。男系主義を採学習 立公園を作るかどう 解 な意見を持ってい保護 Ｃ
劾、拒否権、司 所以外の矯正制 （移民してきた理 進展学る。一夫多妻制度 法的 かを決める責任（経と（法とルールの相 法使 るのか）『 』公共の福祉の促進
法行動主義と司 度、死刑制度の 由、移民が重視し 習 である 判断 済的利益か自然動物法違性、ルールと法 用に クラ１新世界の法 ４クラスポートフ
法批判主義、先 是非） た価値、アメリカ メキ （独立前のアメリカ 批判 の保護か ） 的 の持つべき性質、 関す スで法 と 文 化 ： メ キ シ ォリオを作成する）」
例拘束の原則） 少年にあった差別の是 シコ 大陸；法制度は紛争 学習 葛法を必要とする状 る概 （仮説としての政 のコ５少年の裁判 コ ３葛藤する責任の間

憲（少年裁判と成犯罪正のためにどのよ （死は生と同様に の を解決するとする機 藤況、修正条項４条 念習 策策定、問題の責 ミュⅣ 憲 法 の 修 正 や でどのように解決す
法人裁判制度の違解決うな政策が採られ 重要である。家族 法 能の形成に関する法 （責任問の解釈、運動選手 得・ 任の所在、問題に ニテ解釈 るべきですか（ ）

（参政権制定過条い、非行少年の・防たのか） が社会の単位であ 文化 的判断を吟味する） の問題をどのように題に対する薬物テス 使用 対するコミュニテ ィ問
程、エホバ証人文概念、少年裁判止機 国におる、父に権威があ学習他、３単元 解決するのか「友人解トの実施に関する ィの不満、諸団体 題解２デュープロセス
が国旗掲揚を拒の組織・制度、少能 （ニューイングラ けるデる、子どもを矯正 法機 との約束を実現する 決 法的問題） の意見の長所・短 決策『アメリカのアルバ
否する事件の裁解年の権利規定、 ンドの保安官の取 ュープできない場合は奴 関に 責任（友人との約束 学 所、政策内容の長 の策ム』 Ｄ
判、修正条項１ 釈 少年犯罪者の った問題行動、ニ ロセス隷に売る、社会階 よる か自分の楽しみの実習（投票方法、投票 法運 所短所） 定１最初の議会と憲法
条の表現の自由・成人の裁判所へ ューイングランド の進展 層制度を取る。 （連邦議会議員のと 法的 現か 」 過程への市民参加 動に コミ） ５ポートフォリオ
に関する裁判過 修 の移送過程） のデュープロセス 学習 酒浸りは死刑とな った行動を法機関に 実践 の必要性、投票過 関す ュニ４誰が責任があると を発表する
程） 正 犯罪 の改善） る 携わる人物の資質や 批判 程への市民参加に る概 （コミュニティの ティ６解決 考えられますか

（犯罪の原因、 防止 国にお 在り方を基に吟味す 学習 （責任を決定する時 よる便益と不参加 念習 代表者の前での発 問題Ⅴ最高裁の最も ３権威
犯罪に対する政 機能（ジョージ三世にける権 る） にどの知的道具が便 による損失、フロ 得・ 表、政策実現のた 解決注目すべき判決

（連邦法を無効判府諸機関、市民の問よる権利侵害の過威の進 他７単元略 利ですか、この出来 リダの投票権法に 使用 めの必要な行動） 策の
とする判決を下例・学校の組織と題性程と是正の過程） 展学習 事に責任があると考 関する討論） 表明『犯罪の問題』
した判例、合衆 それぞれの政策 とそ 国にお えられるのは誰です ・他、 ４権利と責任 １犯罪と市民
国銀行への州の その是非） の解（マディソンはなける権 （犯罪を減らすため か 「学校における 者評、
課税権を否定す 決 ぜ権利章典を作っ 利の進 の法的手段について 生徒の成績が悪いこ 価
る判決を下した たのか、権利章典 展学習 立法行政の施策を比 とに対する責任の所 自己６自分たちの学
判例） の内容、修正条項 較し吟味する） 在（学校長か教師か 評価習経験を評価する

の内容と解釈） 他３単元略 生徒か等 ） （学習の反省） 過程」

学習形態 憲法条文（判例 ・ 犯罪捜査・解決・防 法制度の成立・進展学習 他国（法）文化（価値・ 法原理・法判断・法実践「法的決定 （責任概法行動概念に基づく法シ 法的問題解決策策定を） 」
統治機構学習 止の機能学習 （学習過程；法制度の成立 規範・制度・行動）学習 批判学習 念・問題解決方法）に ステム関与学習 通した実践的参画学習

：紛争解決法制度の進展 （学習過程；アメリカ法 基づく法的葛藤問題解,
：制度吟味） との法的葛藤問題解決学 決学習

習）

制 度 理 解 機 能 理 解 時間的対象化による反省 空間的対象化による反省 批 判 紛 争 解 決 関 与 実践的参画学習原理




